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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

 熊本地震で被災した神社・お堂等の再建費用の一部補助  

� 内 �平成28年熊本地震にかかる熊本
市地域コミュニティ施設等について
再建支援補助金を交付します（補助率
1／2、補助上限額1,000万円）� 対 �【対
象事業】施設の建て替えまたは修繕（解
体のみは除く）【対象者】下記施設を管
理する集落または自治会等（個人での
申請は不可）【対象施設】補助要件をす
べて満たすもので、地域・集落のコ
ミュニティを維持するために復旧が
必要と市長が認定するもの ①熊本市
内に存在している施設等であるこ
と ②専ら地域（集落）の住民が利用す
る施設等であること ③専ら地域（集
落）の住民が交代で維持・管理してい
る施設等であること ④当該地域（集
落）の住民が参加する祭りや行事など
のコミュニティ活動に現に活用され、
今後も引き続き活用されることが確
実な施設等であること� 申 �お住まいの
地域のまちづくりセン
ターへ� 問 �最寄りのまち
づくりセンターまたは
地 域 活 動 推 進 課（☎
328-2036）

 「はかり」の定期検査  
日時 場所

9月2日（月）
午後1時～3時

白川小学校体育館
エントランス

9月3日（火）
午後1時～3時

白山小学校体育館
エントランス

9月4日（水）
午後1時～3時

江南中学校体育館
エントランス

9月5日（木）
午後1時～3時

江原中学校体育館
エントランス

9月19日（木）
午前7時～10時

熊本東部青果株式
会社セリ場内

� 内 �商店や病院などで、取引または証
明に使用している「はかり」の検査を
行います。家庭用計量器（キッチンス
ケール・ヘルスメーターなど）の検査
（無料）も併せて行います。
� （計量検査所　☎369-0610）

 「もったいない！食べ残しゼロ運動」の協力店募集  

食べられるのに捨てられる「食品ロ
ス」の削減を進めるため、市内の飲食
店・宿泊施設で食べ残しの削減に協力
していただける店舗を募集していま
す。協力店に登録すると、市ホーム
ページ等で紹介する他、協力店ポス
ター、チラシ、ステッカー等をお渡し
します。
詳しくは、ごみ減量推進課へ。
� （ごみ減量推進課　☎328-2365）

 9月21～30日は秋の全国交通安全運動期間  

9月30日は交通事故死ゼロを目指
す日です。交通ルールの遵守と正しい
交通マナーを身につけ、交通事故防止
を徹底しましょう。
自動車を運転する際は安全運転を
心掛け、横断歩道では必ず歩行者を優
先し、思いやりのある運転をしましょ
う。
■子どもと高齢者の安全な通行の確保
通学路や子どもが日常的に移動す
る経路等では、幼児や児童の安全の確
保に努めましょう。また、道路を横断
するときは、信号機や横断歩道がある
ところを渡りましょう。
■高齢運転者の交通事故防止
加齢による身体機能等の低下は交
通行動に大きな影響を及ぼすので、交
通事故防止のため家族で早めに話し
合いの機会を持ちましょう。また、70
歳以上の運転者は高齢者マークを使
用するようにしましょう。
■夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
用中の交通事故防止
夜間に外出する際は、反射材の着用
や明るい服装を心がけ、運転者に目立
つ格好をしましょう。
また、自転車に乗る際は、通行ルー
ル［自転車は車道（左側）が原則等］や
運転マナー（ライトの点灯、スマート
フォンやイヤホン等の使用禁止等）を
徹底し、ヘルメット着用と早めの点灯

を心掛けましょう。
■全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
シートベルトは後部座席に座る際
も必ず着用しましょう。6歳未満の子
どもにはチャイルドシートを使用し
ましょう。
■飲酒運転の根絶
「飲んだら乗らない、乗るなら飲ま
ない」を徹底し、家族や友人、職場で推
進しましょう。
詳しくは、市政だよりスマホ版へ。
� （生活安全課　☎328-2397）

 貯水槽を適切に管理しましょう 
貯水槽（水道水等を貯めるタンク）
が設置されている建物の管理者は、次
のことに気をつけ、管理しましょう。
・貯水槽内の清掃・水質検査を行いま
しょう
・貯水槽周辺は清潔に保ちましょう
・ひと月に1度は貯水槽のひび割れ
や、蓋の破損がないか確認し、日頃
から貯水槽内の水の汚染防止に努
めましょう
� （生活衛生課　☎364-3187）

 浄化槽の清掃は年1回以上行いましょう  

浄化槽は使用するにつれて、槽内に
汚泥が堆積します。浄化槽の機能を維
持するには、清掃して汚泥を引き抜く
必要があります。清掃は、年に1回以
上（全ばっ気型は半年に1回以上）必
ず行いましょう。浄化槽の維持管理に
ついては、市ホームページを確認また
は電話で浄化対策課へ。
� （浄化対策課　☎328-2366）

 下水道受益者負担金の徴収猶予更新手続きをお忘れなく  

下水道受益者負担金の納付を農地
や山林であるという理由で先延ばし
（徴収猶予）にできる期間は3年です。
今年度は平成28年度に徴収猶予と
なった土地（同年度に継続更新して猶
予となったものを含む）が調査の対象
です。対象となる土地の受益者に、更

新手続きの申請書等を送付しますの
で、忘れずに提出ください。また、徴収
猶予地の状況確認のために、必要に応
じて現地調査を実施し、写真を撮影す
ることがあります。あらかじめご了承
ください。
� （給排水設備課　☎381-1153）

 カンピロバクター食中毒にご注意！～お肉は十分に加熱を!!～  

鶏肉を生や、加熱不足で食べること
によるカンピロバクター食中毒が全
国的に多発しています。お肉は十分に
加熱しましょう。
詳しくはスマホ版へ。
� （食品保健課　☎364-3188）

 犬と猫の休日譲渡会  
� 日 �9月29日（日）犬の譲渡前講習会：
午前10時～（受講済の方は不要）、犬
の譲渡受付：午前11時～11時半、猫
の譲渡受付：午前 10 時～11 時半�
� 場 �市動物愛護センター� 費 �犬の譲渡
には、登録手数料と狂犬病予防注射料
金（各3,000円）が必要 ※市動物愛護
センターが保護している犬猫の譲渡
会です。譲渡には条件あ
り。� 問 �市ホームページ、
市動物愛護センター（☎
380-2153）

 
ワンニャン相談コーナー 　無料　
（ハンディキャップを抱えた
  犬・猫等の介助）

 

� 日 �9月27日（金）午後2時～4時� 場 �市
動物愛護センター� 内 �高齢犬・猫の介
護、ハンディキャップを抱えた犬・猫
の介助について� 師 �動物看護士� 対 �犬・
猫の飼い主� 申 �9月18日（必着）まで
に、はがきに住所、氏名、年齢、電話番
号、相談内容を書いて〒861-8045東
区小山2丁目11-1市動物愛護セン
ター（☎380-2153）へ

外国人の人権を尊重しましょう
熊本市には、現在6千人余りの外国人が居住しており、年々増加していま
す。また、本市を訪れる外国人観光客数も2018年は前年比約17万6千人増
の65万6,240人となっています。
こうした中、本市では外国人への対応をより充実させ、共生社会の実現を
目指すため、外国人総合相談プラザの設置や講演会の開催などを通して、人
権の観点も踏まえた外国人への支援を行っています。
間もなく本市においては、ラグビーワールドカップ、女子ハンドボール世
界選手権が始まります。また、2020年には、東京で夏季オリンピック・パラ
リンピックが開催されるなど、今後ますます外国人の方と接する機会は増
えることが予想されます。
わたしたち1人ひとりが外国人の持つ文化や多様性を受け入れ、生活慣
習などを理解し、お互いの人権を尊重しあう、共生社会を築いていきま
しょう。
� （人権推進総室　☎328-2333）

 くらしの中の人権 70 
 住まいの耐震診断について追加募集をします 
耐震診断士※が自宅を訪問し、目視や図面などから地震に対する強さを診

断する耐震診断を実施します。
※耐震診断士：耐震診断を行う方法を習得している建築士など
対象  市内にあり、人が住んでいるまたは住む見込みがある戸建木造住宅

で①平成12年5月31日以前に着工したもの、かつ②在来軸組構法、伝
統的構法で建てられたもの、かつ③3階建て以下のもの
※昭和56年6月以降に着工した戸建木造住宅は、熊本地震で被害を
受けたもの（罹災証明や被害写真により確認できるもの）が対象。

定員  40戸程度（抽選）�※今回落選した方は、来年度の実施となります。
費用  一戸あたり5,500円
申込  9月12日～19日に持参または郵送で、〒860-8601建築物安全推進室へ
※申込書は、市ホームページからダウンロードまたは建築物安全推進室で配布。
※必要書類は内容により異なる場合有り。提出書類など詳しくは、建築物安
全推進室へ。
� （建築物安全推進室　☎328-2449）
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